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令和６年度事業報告 
 

 我が国の畜産をめぐる情勢は、為替の円安及び国際紛争を背景として、配合飼料価

格及びエネルギー価格の高騰が続いており、経営環境は依然として厳しい状況にあり

ます。これに加えて、肉専用種肥育経営では、物価高騰の影響から牛肉から豚肉等への

需要のシフトにより枝肉価格が低迷し、牛マルキンが１０月まで継続して発動するな

ど厳しい経営状況となっております。 

 このため、依然として肥育農家の子牛購買意欲は鈍く、肉用子牛生産者補給金制度

が令和６年４月以降、黒毛和種で３四半期連続して発動しており、国の上乗せである

優良和子牛生産推進緊急支援事業も販売された子牛に１頭につき最大３万円が交付さ

れるなど、繁殖経営も極めて厳しい状況が続いております。 

 このような情勢を踏まえ、広島県においては、配合飼料価格高騰緊急対策事業や酪

農経営改善緊急支援事業等に加えて、和子牛価格の下落に対応する和牛繁殖経営改善

緊急支援事業を令和６年４月に遡って予算措置され、昨年度から引き続き、広島県の

平均価格と発動基準との差額の３／４が補てんされるよう国の支援制度等に加算して

交付していただきました。 

また、高病原性鳥インフルエンザにつきましては、全国的に発生が続いており、これ

までに１４道県５１事例で約９３２万羽が殺処分されております。本協会としても、

県が実施する防疫演習の支援などに取り組んでおり、幸い本県では５年ぶりに未発生

となっております。 

 一方、豚熱の野生イノシシへの感染については、県全域へ拡大しており、これまでに

６０事例が確認され、養豚場への侵入防止に一層の警戒が必要となっております。 

 こうした中、令和６年度は、協会事業を４つの公益目的事業と４つのその他事業に

区分し、畜産農家の経営安定を図るため各事業の積極的な展開を図るとともに、畜産

経営に関する窓口組織として、関係団体・機関と連携し、畜産経営指導、家畜及び畜産

物の衛生指導に努めました。 

このうち、公益目的事業の一つである畜産経営安定のための各種補給金などの交付

事業では、肉用子牛生産者補給金制度及び肉用牛肥育経営安定交付金制度(牛マルキ

ン) を適正に実施し、生産者への補給金等の交付を行っておりますが、畜産経営者及

び関係組織への指導・支援に関する事業を展開する中、畜産農家は、生産費の抑制対策

に苦慮し、厳しい経営状況が続くことから、経営分析、経営計画の策定及び経営移譲や

法人移行などに関する支援・指導の要請がある中で、資金繰りの相談等が増加してお

ります。 
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Ⅰ．会員に関する事項 

  （令和７年４月現在） 

 正 会 員：４２会員（県域団体１７、ＪＡ４、市町１４、法人７） 

賛助会員： ２会員 
 

Ⅱ．組織運営に関する事項 

１．総 会 

（１）第１２回定時総会 

 開 催 日： 令和６年６月２０日（木） 

 開 催 場 所： 広島市中区大手町４丁目７番３号 ＪＡビル 

    出席会員数： 出席 ４０正会員（うち委任状出席１７会員） 

           欠席  ２正会員 

[議  案] 

第１号議案 令和５年度事業報告及び財務諸表等（案）の承認について 

第２号議案 令和６年度会費の賦課徴収方法(案)の承認について 

  第３号議案 令和６年度借入金最高限度額（案）の承認について 

     付帯決議案 

[報告事項] 

○ 令和６年度事業計画及び正味財産増減予算について 

     ○ 令和５年度公益目的支出計画実施報告書等について 
 
（２）第１回臨時総会（書面決議） 

   開 催 日： 令和６年８月２８日（水） 

   開 催 場 所： 広島市安佐南区大町東２丁目１４番１２号 

全農広島県本部大町事務所 

   出席会員数： 書面表決会員  ４２会員 

[議  案] 

第１号議案 理事の補欠選任（案）の承認について 

第２号議案 理事の補欠選任（案）の承認について 

第３号議案 理事の補欠選任（案）の承認について 
 
２．理事会 

（１）第１回理事会 

   開 催 日： 令和６年５月２８日（火） 

   開 催 場 所： 広島市中区大手町４丁目７番３号 ＪＡビル 

[議  案] 

第１号議案 第１２回定時総会の開催について 

第２号議案 第１２回定時総会提出議案書（案）の承認について 

第３号議案 令和５年度公益目的支出計画実施報告書等（案）の承認に 

      ついて 

     付帯決議案 

    [報告事項] 

     〇 職務執行状況報告について 
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（２）第２回理事会（書面決議） 

   開 催 日： 令和６年８月６日（火） 

   開 催 場 所： 広島市安佐南区大町東２丁目１４番１２号 

全農広島県本部大町事務所 

   [議 案] 

第１号議案 令和６年度第１回臨時総会の開催について 

第２号議案 理事の辞任に伴う補欠選任の承認について 

 

（４）第３回理事会 

 開 催 日： 令和７年３月２１日（金） 

 開 催 場 所： 広島市中区大手町４丁目７番３号 ＪＡビル 

 [議 案] 

  第１号議案 令和６年度予算の補正（案）の承認について 

第２号議案 令和７年度事業計画及び正味財産増減予算(案)の承認に 

ついて 

第３号議案 衛生指導部手数料等規則の一部改正（案）の承認について 

第４号議案 肉用子牛生産者補給金制度業務規程の一部改正(案)の承 

認について 

第５号議案 肉用子牛生産者補給金制度に係る「生産者積立準備金の処 

分」、「肉用子牛１頭当たり負担金額」、「事務の委託」 

及び「契約生産者手数料の徴収」(案)の承認について 

第６号議案 肉用牛肥育経営安定交付金制度（牛マルキン）の第３業務 

対象年間（令和７年４月１日～令和１０年３月３１日）に 

おける積立金管理者の指定(案)の承認について 

付帯決議案 

[報告事項] 

〇 第１３回定時総会等の開催予定について 

〇 職務執行状況報告について 

 

３．監 査 会 

開 催 日： 令和６年５月２１日（火） 

開 催 場 所： 広島市安佐南区大町東２丁目１４番１２号 

全農広島県本部大町事務所 

［監査事項］ 

○ 令和５年度事業及び会計処理状況の監査 

○ 令和５年度公益目的支出計画実施報告書に関する監査 
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Ⅲ．事業に関する事項 

 

［経営指導部］ 

畜産経営者の経営の安定化と担い手確保・指導者の育成を図るため、各種補助事業・

受託事業を積極的に活用して指導・支援を行いました。 

また、現地での生産技術、経理処理に関しての個別的な支援を行うとともに、畜産

農家の経営安定、耕畜連携の推進に向けた取り組みを行いました。 

さらに、本協会独自の事業展開を図る一方で、畜産の知識・情報の提供に努めて畜

産への理解を深めていただくための普及活動を行いました。 

 

［基金事業部］ 

  畜産物価格安定対策（肉用子牛生産者補給金制度、肉用牛肥育経営安定交付金制度

(牛マルキン)）及び肉用牛振興補助事業を適正に実施しました。 

肉用子牛生産者補給金制度では、黒毛和種において令和６年４月から１２月まで３

四半期連続して発動があり、肉用牛肥育経営安定交付金制度では、肉専用種では５月

から１０月まで、交雑種では６月から１０月まで、乳用種では継続して価格差補てん

が発動しており、関係機関及び団体の協力を得て円滑に交付事務を行いました。 

  また、国の優良和子牛生産推進緊急支援事業や県の和牛繁殖経営改善緊急支援事業

についても支援交付金等の交付を行いました。 

 

〔衛生指導部〕 

  持続可能な収益性の高い畜産経営の確立に向けた衛生対策の取組と、安全で高品

質な畜産物の生産を支援するため、畜産経営貢献事業（家畜防疫互助基金支援事業、

死亡牛検査処理円滑化推進事業、馬飼養衛生管理特別対策事業、自衛防疫組織強化

事業、家畜生産農場衛生対策事業、地域自衛防疫強化特別対策事業、農場生産衛生管

理技術指導向上対策事業、予防注射事故対策事業、酪農振興事業、家畜衛生指導対策

事業）を充実強化するとともに、県内の家畜防疫体制を堅持するため、自衛防疫推進

事業（特定疾病損耗防止事業）を実施しました。 

 

 

【公益目的事業】 

 

継続事業１  畜産経営安定のための各種補給金等の交付に関する事業 
 

１．肉用子牛生産者補給金制度              （農畜産業振興機構） 

肉用子牛の平均売買価格が保証基準価格を下回った場合、四半期毎に補給金を交付

する制度で、第１から第３四半期の肉専用種において補給金を交付しました。 

①契約生産者数   473人   
②契約個体登録数 5,111頭（R6.1～R6.12）【別表１】 

（黒毛和種：3,651頭 乳 用 種：18頭 交 雑 種：1,442頭） 
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③保証基準価格と合理化目標価格（Ｒ６年）         （単位：円／頭） 

品 種 区 分 保証基準価格 合理化目標価格 

黒毛和種 564,000 444,000 

乳用種 164,000 110,000 

交雑種 274,000 216,000 
 

④生産者積立金造成内訳【別表２】            （単位：頭、円） 

品種 

区分 

登録 

頭数 

積立金 

単 価 
積 立 額 

負 担 区 分 

機構1/2 広島県1/4 生産者1/4 

黒毛和種 3,651 1,600 5,841,600 2,920,800 1,460,400 1,460,400 

乳用種 18 6,800 122,400 61,200 30,600 30,600 

交雑種 1,442 3,200 4,614,400 2,307,200 1,153,600 1,153,600 

合  計 5,111 ― 10,578,400 5,289,200 2,644,600 2,644,600 

 

⑤肉用子牛平均売買価格                     （単位：円／頭） 

区  分 
平 均 売 買 価 格 広島県の黒毛和種 

子牛取引価格（三次） 黒毛和種 乳用種 交雑種 

第４四半期 562,200 173,600 347,700 510,297 

第１四半期 541,400 177,500 318,500 527,790 

第２四半期 498,900 201,700 299,500 475,558 

第３四半期 521,900 201,300 329,400 548,514 
 
⑥肉用子牛補給金交付単価                （単位：円／頭） 

区分 
補 給 金 交 付 単 価 

備 考 
黒毛和種 乳用種 交雑種 

第４四半期 0 0 0  

第１四半期 22,600 0 0  

第２四半期 65,100 0 0  

第３四半期 42,100 0 0  

 

⑦肉用子牛補給金交付実績                （単位：頭、円） 

区 分 
黒毛和種 乳用種 交雑種 

備考 
頭数 交付額 頭数 交付額 頭数 交付額 

第４四半期 0 0 0 0 0 0  

第１四半期 815 18,419,000 0 0 0 0  

第２四半期 1,017 66,206,700 0 0 0 0  

第３四半期 805 33,890,500 0 0 0 0  

合 計 2,637 118,516,200 0 0 0 0  
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２．肉用子牛生産者補給金制度運営適正化事業      （農畜産業振興機構） 

肉用子牛生産者補給金制度を実施するために、本制度への加入の促進、積立金の徴

収及び補給金の交付等の事務を行いました。 

事業費  4,734,592円 
 
３．肉用子牛生産者補給金管理推進事業             （自主事業） 

畜産協会運営準備金の一部を取り崩し、肉用子牛補給金制度の適正かつ効率的な

運営管理を行いました。 

事業費  3,001,364円 
 
４．指定協会運営体制支援事業             （農畜産業振興機構） 

肉用子牛生産者補給金制度の適正かつ円滑な運営を行うための指定協会の体制支

援事業で、委託先からの各種書類の受理と機構への申請及び契約生産者への補給金

の交付手続を行いました。 

          事業費   9,130,350円 
 
５．肉用牛肥育経営安定交付金制度（牛マルキン）     （農畜産業振興機構）  

肥育牛１頭当たりの標準的販売価格が標準的生産費を下回った場合に、その差額

の９割を、肥育牛を出荷した登録生産者に補てん交付金として月毎に交付しまし

た。 

①登録生産者数  57戸 

②負担金納付頭数 10,388頭【別表３】 

（肉専用種：3,936頭、交雑種：6,045頭、乳用種：407頭） 

③生産者負担金造成内訳                 （単位：頭、円） 

期 間 品 種 納 付 頭数 負 担 金 単 価 積 立 額 

R6.2～3月

販売 

早出し分 

肉専用種 26 19,000 494,000 

交雑種 13 17,000 221,000 

乳用種 0 14,000 0 

R6.4月 

～ 

R7.3月 

肉専用種 3,910 5,000 19,550,000 

交雑種 6,032 13,000 78,416,000 

乳用種 407 10,000 4,070,000 

合  計 10,388 ― 102,751,000 

④肥育牛交付金交付実績R6.1～R7.1【別表４】   （単位：人、頭、円／頭） 

 品種区分 
交付対象 肥育牛交付金額 

延人数 頭数 平均単価 交付額 

合  計 

肉専用種 278 2,626 ― 120,142,052 

交雑種 63 2,740 ― 43,373,615 

乳用種 46 670 ― 24,190,434 

計 387 6,036 ― 187,706,101 
 
６．肉用牛肥育経営安定交付金制度業務委託事業     （農畜産業振興機構） 

登録生産者への業務指導、生産者積立金の管理、生産者別交付額の算出、加入率向
上のための資料作成・配布、管理システムの入力作業等を実施しました。 

                       事業費    8,468,677円 
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継続事業２ 畜産経営者及び関係組織への指導・支援に関する事業 
 
１．肉用牛経営安定対策補完事業            （農畜産業振興機構） 

和子牛価格が下落していることから、生産者集団等が肉用牛繁殖基盤の強化安定
を図るための増頭推進事業が休止となり、簡易牛舎整備の要望もなかったことから、
事業の実施を見送りました。 
                        事業費          0円 

 
２．畜産特別資金等推進指導事業                       （中央畜産会） 

広島県畜産経営改善支援協議会の活動方針に基づき、畜産特別資金等の新規借入
希望者の経営内容の調査と改善上の必要な事項に関して支援・指導を実施する一方で、
経営改善のために必要な情報の提供を行いました。 

事業費    724,914円 
・支援協議会の開催      ： １回 
・経営改善支援セミナー開催  ： １回 
・畜特資金借受者等指導    ： １件 
・経営改善指導資料の作成配布 ： １００部 

 
３．畜産近代化リース貸付指導事業            （畜産近代化リース協会） 

（公財）畜産近代化リース協会が貸付する機械の適正な管理と効率的な活用を図る
ため、貸付機械の確認や管理状況の調査を行い、適正な利用について指導を行うと
ともに、リース事業の新規開拓として普及説明を実施しました。 

事業費   171,926円 
・調査対象件数        ： ６農家、７基 
・新規開拓に係る調査     ： ４会場 

 
４．日本政策金融公庫資金活用推進事業         （日本政策金融公庫） 

畜産担当初任者調査及び牛マルキン登録生産者経営調査に関し、要望がなかった

ことから、事業の実施を見送りました。 

事業費             0円 

 

５．畜産関係団体調整機能強化事業                    （中央畜産会） 

地域畜産関係団体との連携強化、生産者の組織化、生産者育成のための研修会開

催等、県内の生産者や関係団体との連携強化を図るための活動を実施ました。 

事業費      893,952円 

・仲間づくり支援       ：  １回 

・生産者育成研修会の開催   ：  ２回 

   ・地域関係団体との連携    ： １０回 

   ・地全協事業説明会      ：  １回 
 
６．畜産振興推進事業                     （自主事業） 

生産者や関係機関等の要請により会議や研修会等への出席、地域での研修会等へ

の職員派遣や講師の紹介等を行いました。 

                          事業費  1,946,222円 

   ・研修会等への出席      ： １１回 

・諸会議への出席       ： ２０回 
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継続事業３ 広島ブランドの維持と生産拡大に関する事業 

 

１．畜産振興総合対策事業                    （広島県） 

広島県が定めた畜産振興諸対策に基づき、新たに広島ブランドを維持拡大しよう

とする畜産経営体に対してコンサルテーションを実施し、経営の高度化を図りまし

た。 

             事業費      121,022円 

・畜産振興総合対策事業    ： ３経営体 

 

２．広島牛生産振興特別対策事業                  （自主事業） 

広島牛ブランドの生産振興を図るための事業として実施してきたが、財源となっ

ていた特別の積立金の残高がなくなっていることから、事業を休止しています。 

                         事業費             0円 

 

３．種豚の登録・確保推進事業                 （自主事業） 

  種豚の安定的な確保のため、家畜疾病の防疫対策、衛生対策などの向上を図るこ

とを目的に、家畜及び農場での清浄度維持に要する経費等への助成を計画していま

したが、令和６年度は要望がありませんでした。 

                         事業費             0円 

 

 

公益事業１ 畜産経営貢献事業 

 

１．家畜防疫互助基金支援事業[中央畜産会受託] 

                         事業費     1,643,211円 

 （１）家畜防疫互助等推進事業 

     口蹄疫、豚熱等の伝播力が極めて強く、畜産経営に重大な影響を及ぼす疾

病が万一発生した場合、家畜の殺処分等を行った畜産経営への影響を緩和す

るため、損失を生産者等が互助補償し、経営再開を支援する仕組みについて、

事業内容等の周知、加入促進を図るための推進会議の開催、指導及び連絡調

整等を行いました。 

 （２）家畜防疫互助事業 

交付対象疾病の発生時において、経営を再開した者に対し互助金を交付する

ため、新たな事業参加者との互助金の交付契約生産者積立金を、公益社団法人

中央畜産会（基金の管理運営団体）へ納付しました。 

・事業期間： 令和６～令和８年度 

・対象疾病： 牛疫（牛、豚） 牛肺疫（牛） 口蹄疫（牛、豚） 

            アフリカ豚熱（豚） 豚熱（豚） 

 

２．死亡牛検査処理円滑化推進事業[農林水産省補助] 

    死亡牛の円滑かつ適正な処理を推進するため、関係者による協議会の開催、

死亡牛処理整理票の配布を行いました。 

                         事業費       358,351円 
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 （１）死亡牛検査処理安定化対策 

死亡牛の円滑かつ適正な処理を確保し、ＢＳＥ検査を円滑に実施するため、

次に掲げる経費について補助する対応に備えました。 

ア 県が行うＢＳＥ検査の要否を獣医師が判断するに当たり、必要となる情

報を提供するのに係る促進費（検査促進費） ：  ０頭 

イ 死亡牛（適正な処理を受けたことが確認されたものに限る。）について、

発生場所から一時保管施設までの適正な管理・輸送に係る促進費 

（検体提供費） ：  ０頭 

 

（２）事業推進対策 

事業の円滑な推進を図るため、事業の普及啓発、指導並びに事業対象農家等

のデータ管理、関係団体等との連絡調整等を行いました。 

 

３．馬飼養衛生管理特別対策事業[中央畜産会補助] 

馬の飼養衛生について、馬飼養者を対象に地域馬獣医療実態調査を行うととも

に、馬飼養者、関係団体等を対象に、馬飼養衛生管理体制整備委員会を開催しま

した。 

                         事業費       595,038円 

 

４．自衛防疫組織強化事業[一部中央畜産会受託] 

    家畜衛生に係る畜産経営相談窓口を設置し、生産者等の相談に応じるととも

に、関係団体等との連携を密にし、協会の各種事業を円滑に推進するため、中国

ブロック会議に参加しました。 

                         事業費     1,712,158円 

・ブロック会議開催県： 島根県 

 

５．家畜生産農場衛生対策事業[農林水産省補助] 

    牛伝染性リンパ腫、牛のヨーネ病及び牛ウイルス性下痢の清浄化対策、吸血

昆虫が媒介する流行性疾病（アカバネ病）の発生防止対策への助成を行い、家畜

伝染性疾病の清浄化・発生予防に向けた取組みを推進しました。 

                         事業費     3,466,824円 

（１）牛伝染性リンパ腫清浄化対策 

     牛伝染性リンパ腫の感染拡大を防止するため、発生農場等での検査等を支

援しました。        ２，３８１頭 

 （２）ヨーネ病清浄化対策 

ア 牛のヨーネ病防疫対策要領に基づき自主的にとう汰した場合、とう汰推進費

を助成しました。         ０頭 

イ 県外預託牛等（牛のヨーネ病防疫対策要領（平成25年４月１日付け24消安

第5999号農林水産省消費・安全局長通知。）に基づく自主検査。法に基づく検

査を除く。）を対象とした検査に要した費用の１/２を補助しました。          

２１６頭 
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（３）牛ウイルス性下痢清浄化対策 

ア 牛ウイルス性下痢持続感染牛（ＰＩ牛）を自主的にとう汰した場合、とう汰

推進費を助成しました。      ０頭 

イ 県外預託牛等（動物衛生課長が別に定めるところにより防疫対策を実施して

いる農場）の移動（市場への出荷時を除く。）に伴う検査に要した費用の１/２

を補助しました。     ２９０頭 

（４）疾病流行防止支援対策 

次のワクチン接種を組織的に行いました。 

 ・牛異常産予防：     ８，２５２頭 

 

６．地域自衛防疫強化特別対策事業[中央畜産会補助] 

                         事業費     7,837,723円 

（１）地域自衛防疫取組促進 

     防疫演習等の計画検討、地域自衛防疫体制の強化・維持、推進を図るため、

県や関係団体等からなる地域自衛防疫取組推進会議等を開催しました。 

            年２回 

（２）地域自衛防疫活動推進 

     口蹄疫、高病原性鳥インフルエンザ等の発生時に、迅速かつ的確な防疫措

置ができるよう、県との連携による防疫演習の開催等により、地域における

自衛防疫体制の再構築を推進しました。 

     防疫演習の開催： ４か所 

防疫資材の支給 

（３）慢性感染症清浄化支援対策 

     牛伝染性リンパ腫の清浄化に向け、防疫支援対策の検討及び清浄化のため

の取組効果等について、実証調査等を行いました。 

     対象農家：３戸（受精卵（肉用牛）移植を実施の酪農家及び肉用牛繁殖経営

農家） 

 

７．農場生産衛生管理技術指導向上対策事業[一部中央畜産会補助] 

生産段階において、ＨＡＣＣＰの考え方を導入した農場の衛生管理体制を確立

するため、普及・指導等を実施するとともに、本協会認定の「安全・安心生産農

場」に対して引き続き指導を徹底しました。 

また、中央畜産会が行うＨＡＣＣＰ認証取得に向けて、啓発指導を実施しまし

た。 

                         事業費     2,850,900円 

 

８．予防注射事故対策事業[自主事業] 

     当協会が実施の予防注射において、家畜に不慮の事故が生じなかったため、

予防注射事故対策要領に基づく手当金の交付等はありませんでした。 

                         事業費             0円 
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９．家畜衛生指導対策事業[自主事業] 

県との連携のもと、地域内の家畜飼養者に対し、家畜伝染病予防法に規定され

た飼養衛生管理基準の周知徹底や感染症の情報提供、ワクチン接種指導・衛生管

理指導及び動物用医薬品の適正使用等の啓発等により、家畜衛生技術の向上及び

アニマルウェルフェアの考え方に対応した飼養管理の普及を図りました。 

                         事業費       743,594円 

 

10．酪農振興事業[自主事業] 

    年間計画に基づき、広島県内の酪農家から依頼のあった生乳について黄色ブ

ドウ球菌検査を実施し、必要に応じて生産農家に対する衛生指導を実施しまし

た。 

                         事業費     2,680,855円 

 ・黄色ブドウ球菌検査： ７４９検体 

 

 

 

 

【その他事業】 

その他事業１ 畜産経営指導に関する補完事業 

 

１．地域畜産支援指導等体制強化事業          （地方競馬全国協会） 

畜産経営の支援体制強化、地域畜産の活性化、安全で安定的な食の提供、馬事普及

啓発の推進体制の強化を図るため、畜産関係機関及び関係団体と連携を取りながら支

援業務等を実施し、地域畜産の指導等体制の強化を図りました。 

                          事業費  21,613,101円 

 

 

その他事業２ 畜産経営安定のための経営技術及び事務手続き支援 

 

１．マルキン負担金事業                    （自主事業） 

肉用牛肥育経営安定交付金制度の契約生産者から事務手数料を徴収し、事業の適

正かつ効率的な運営管理を行いました。 

                        事業費   8,316,780円 

 

 

２．肉用子牛負担金事業                    （自主事業） 

肉用子牛生産者補給金交付事業の契約生産者から事務手数料を徴収し、事業の適

正かつ効率的な運営管理を行いました。 

事業費  2,648,307円 
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その他事業３ 畜産経営の指導・支援及び畜産振興事業 

 

１．畜産経営クリニック診断事業                （自主事業） 

  本県畜産の活性化を図り、地域畜産振興を図るため、専門家による総合的な経営コ

ンサルテーション、堆肥センターの運営管理、簿記講座の開催、粗飼料・堆肥・土壌

等の成分分析、調査・分析、畜産情報の発信を行いました。 

事業費   2,213,315円 

・畜産担当初任者研修         ：  １回（３４名） 

・畜産簿記研修            ： １９回 

・農業経営・就農サポート       ：  ６経営体 

・経営診断等支援           ：  ２経営体 

・農業高校支援            ：  ２回 

・堆肥成分分析            ： ４５検体 

・飼料成分分析            ：  ３検体 

・和牛繁殖経営担い手確保促進交流   ：  １回 

 

２．畜産関係図書等の斡旋活動                 （自主事業） 

畜産の生産と消費に関する啓発・普及のため、畜産振興情報（生産技術や経営指標

などの情報）を関係者に頒布し、また、中央畜産会発行の月刊誌「畜産コンサルタン

ト」他、指導の参考となる図書の購読斡旋を行いました。 

                         事業収益     32,136円 

 

３．畜産クラスター全国推進事業               （中央畜産会） 

 （１） 全国実態調査事業 

畜産クラスターの取組を推進するために必要な情報として、先進的な経営体等

を対象に経営内容に係る調査・取りまとめを実施しました。 

                         事業費   1,042,206円 

   ・調査対象経営体           ： １３戸（酪農） 

 （２） 改善効果事業 

   畜産クラスター事業を導入した畜産経営体を対象に、事業導入前後の経営内容

に係る調査を実施し、事業効果を検証するための経営データ収集の現地調査を実

施しました。 

                          事業費   150,709円 

   ・調査対象経営体           ： １戸（酪農） 

 

４．畜産クラスター機械導入事業               （中央畜産会） 

畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業のうち機械導入事業について、その円滑

な実施を図るため、事業実施主体の中央畜産会が行う業務の一部を県窓口団体とし

て受託し、事業参加要望書の取りまとめなどの推進業務を実施しました。 

                          事業費   2,083,733円 

   ・事業説明会の開催          ： １回 

   ・事業参加要望の取りまとめ 

     令和６年度事業参加要望（１回目） ： ４協議会、１１取組主体 

                （２回目） ： ２協議会、 ４取組主体 
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   ・事業参加申請の取りまとめ 

     令和６年度事業参加申請（１回目） ： ４協議会、１０取組主体 

                （２回目） ： ２協議会、 ４取組主体 

   ・事業取組調査            ： ２協議会、 ２取組主体 

   ・事業進捗状況等確認         ： 延べ８協議会 

 

５．生産技術情報提供事業                  （中央畜産会） 

  家畜の遺伝的能力を最大限に発揮させるための家畜生産性に係るデータ収集と、

生産性向上のためのデータ分析、技術指導等の取組みを実施しました。 

                         事業費   1,339,198円 

・調査指導対象経営体    ： １５戸（肉用牛繁殖・肥育・一貫） 

 

６．ＩＣＴ化等機械装置等導入事業              （中央畜産会） 

  酪農家や肉用牛農家の労働負担軽減・省力化の先端技術を導入する事業で、その

円滑な推進を図るために必要となる普及推進活動、事業推進指導、内容確認業務等

を実施しました。 

                         事業費    382,232円 

   ・個別事業説明の実施    ： ２応援会議、７経営体 

   ・利用状況等確認      ： ７経営体 

 

７．酪農労働省力化対策事業（楽酪ＧＯ事業）         （中央畜産会） 

  事業の円滑な実施を図るため、事業実施主体の中央畜産会が行う業務の一部を県

受託団体として、事業の推進業務を実施しました。 

                         事業費    551,175円 

   ・個別事業説明の実施    ： ２応援会議、３組織延べ２２経営体 

   ・利用状況等確認      ： ２経営体 

 

８．生産基盤拡大加速化事業           （全国肉用牛振興基金協会） 

  和子牛価格が下落していることから、繁殖雌牛の増頭を推進する本事業が休止と

なり、事業の実施を見送りました。 

                         事業費            0円 

 

９．獣医療提供体制整備推進総合対策事業[農林水産省補助] 

  卒業後に本県において産業動物の獣医療に従事する獣医師を目指す獣医学生から、

産業動物養成確保修学資金の給付の要望がなかったことから、事業の実施を見送り

ました。 

                         事業費            0円 

 

10．和子牛生産者臨時経営支援事業           （農畜産業振興機構） 

肉用子牛生産者補給金制度の契約生産者で本事業に参加している和子牛生産者に

対し、和子牛の平均価格が発動基準価格を下回った場合に、ブロック別平均価格と発

動基準価格との差額の3/4の支援金を販売頭数に応じて交付しました。 

                         事業費   10,670,000円 

   ・事業実施期間       ：  令和６年１月～３月 
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11．和牛繁殖経営改善緊急支援事業                （広島県） 

  子牛販売価格の下落により影響を受けている広島県内の和牛繁殖経営体に対して、

前記の「和子牛生産者臨時経営支援事業」の制度を準用して、この事業の発動基準価

格と広島県平均取引価格の差額の3/4の支援となるよう支援金を交付しました。 

                         事業費   38,981,248円 

   ・事業実施期間       ：  令和６年１月～１２月 
 
12．野生イノシシ経口ワクチン散布対策事業 （広島県豚熱感染拡大防止対策協議会） 

豚熱の野生イノシシにおける感染拡大防止及び環境中のウイルス濃度の低減を図

り、養豚場への野生イノシシを介した豚熱感染を防止するため、豚熱経口ワクチンの

散布を実施している「広島県豚熱感染拡大防止対策協議会」の事務局の会計事務を受

諾するとともに、事業の推進を支援しました。 

                         事業費   1,411,430円 

    ・経口ワクチン散布回数  ：  ２回 
 
13．馬伝染性疾病防疫対策事業               （中央畜産会） 

    乗用馬を対象として、馬インフルエンザワクチンの接種を行った者に対し、

接種費用の助成を行いました。 

                         事業費      899,508円 

    ・馬インフルエンザワクチン接種頭数： ９８頭 

 

14. 優良和子牛生産推進緊急支援事業         （農畜産業振興機構） 

肉用子牛の価格が大幅に下落し、生産者の経営環境が悪化しており、和子牛の

ブロック別平均価格が、発動基準を下回った場合に、飼養管理の向上に取り組む

和子牛生産者が販売した和子牛に対して、奨励金を交付しました。 

                         事業費   55,183,519円 

     事業実施期間： 令和６年４月～令和６年１２月 

 

15. 優良繁殖雌牛更新加速化事業         （全国肉用牛振興基金協会） 

    高齢の繁殖雌牛から増体や肉質に優れた若い繁殖雌牛への更新、牛群の転換

を支援する事業について、その円滑な実施を図るため、全国肉用牛振興基金協

会が行う業務の一部を県受託団体として受託し、事業の啓発・指導、事業参加申

請書等の関係書類の取りまとめなどの推進業務を実施しました。 

                         事業費   1,178,721円 

 

16．畜産物輸出対応生産円滑化事業        （日本畜産物輸出促進協会） 

    畜産物の輸出においては、輸出先国の規制に対応する生産者段階での対応が

必要であることから、一般社団法人日本畜産物輸出促進協会（令和５年９月２

２日設立）が生産者に対する理解醸成や意識向上を図るための取組を行う業務

の一部を県受託団体として受託し、輸出に係る畜産経営相談窓口を設置して生

産者に対する普及・啓発などを実施しました。 

                         事業費   1,002,518円 
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その他事業４ 自衛防疫推進事業 

 

１．特定疾病損耗防止事業 

家畜の生産性を阻害する家畜伝染性疾病の発生を予防するため、関係機関、団

体の協力を得て牛、豚、鶏を対象にワクチン接種を指定獣医師により実施しまし

た。 

                         事業費  45,403,686円 

 

畜種 ワクチン名 接種頭数（令和６年度計画） 

豚 豚丹毒（生）    391頭（  360） 

豚日本脳炎（生）      0頭（   0） 

豚日本脳炎（不活化）     0頭（   0） 

豚日本脳炎・パルボ    124頭（  90） 

豚サーコバック     89頭（  96） 

牛 牛５種混合（生）   3,763頭（3,816） 

牛５種混合（不活化）     568頭（1,066） 

キャトルウィン―ＣＬ５     467頭（  600） 

牛６種混合（生）ｷｬﾄﾙｳｨﾝ 6      866頭（1,075） 

牛イバラキ病      269頭（  285） 

ボビリスＳ（ｻﾙﾓﾈﾗ 2価）       0頭（   0） 

牛ヘモフィルス   2,630頭（2,715） 

牛大腸菌    225頭（ 238） 

カーフウィン６    103頭（  95） 

ＴＳＶ２      0頭（   0） 

ＴＳＶ３   1,053頭（ 910） 

スタートバック   2,016頭（2,238） 

牛嫌気性３種      0頭（    0） 

牛ＲＳ     45頭（  70） 

牛流行熱・イバラキ病      0頭（   2） 

牛下痢５種混合   1,638頭（1,780） 

牛キャトルバクト３    201頭（ 132） 

アカバネ病    ※        33頭 

牛異常産３種混合 ※         0頭 

牛異常産４種混合 ※       160頭 

鶏 鶏ＮＤ―Ｓ（生）1000Ｄ      0本（   0） 

鶏ＮＤ―Ｓ（生）5000Ｄ    117本（ 100） 

 

※家畜生産農場清浄化支

援対策事業実施分を除く 
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Ⅳ．畜産関係の諸活動 

 

１．畜政活動 

畜産施策及び畜産振興方策について、中央畜産会、中国四国ブロック畜産協会等の

関係機関と連携して畜政活動を行いました。 
 
２．事務局 

  次の組織の事務局を担当し、畜産振興と関係者との連携を図りました。 

①広島県馬事畜産振興協議会 

②広島県養豚協会 

③広島県堆肥センター協議会  

   ④広島県畜産関係団体連絡協議会 

   ⑤広島県畜産技術協会 

なお、広島県豚熱感染拡大防止対策協議会の事務局は広島県が行い、当協会は会計

事務を受諾しました。 

 

 

６年 ５年 ６年 ５年 ６年 ５年 ６年 ５年

広島市農業協同組合 241 293 0 0 0 0 241 293

ひろしま農業協同組合 2,209 2,103 2 7 0 0 2,211 2,110

尾道市農業協同組合 105 95 0 20 209 221 314 336

福山市農業協同組合 587 594 0 0 0 0 587 594

全農広島県本部 194 0 0 0 0 0 194 0

広島県酪農業協同組合 0 0 0 0 0 0 0 0

広島県配合飼料基金協会 315 202 16 15 1,233 1,226 1,564 1,443

合　　計 3,651 3,287 18 42 1,442 1,447 5,111 4,776

【別表１】　肉用子牛生産者補給金交付事業事務委託先別個体登録頭数（１月～１２月）

（単位 ： 頭）

区　　分
黒毛和種 乳用種 交雑種 計

【別表３】　肉用牛肥育経営安定交付金制度事務委託先別生産者積立頭数（４月～３月）

６年 ５年 ６年 ５年 ６年 ５年 ６年 ５年

広島市農業協同組合 178 183 28 12 0 0 206 195

ひろしま農業協同組合 688 678 731 657 0 0 1,419 1,335

尾道市農業協同組合 67 56 0 0 0 0 67 56

福山市農業協同組合 56 45 0 0 0 0 56 45

全農広島県本部 752 759 0 0 0 0 752 759

広島県酪農業協同組合 0 0 0 0 0 1 0 1

広島県配合飼料基金協会 2,195 2,109 5,286 5,297 407 587 7,888 7,993

合　　計 3,936 3,830 6,045 5,966 407 588 10,388 10,384

※R6.4～R7.3の間に負担金が納付された頭数を集計。

（単位 ： 頭）

区　　分
肉専用種 交雑種 乳用種 計



- 17 - 
 

  

   

【別表２】　肉用子牛生産者補給金制度生産者積立金及び生産者積立準備金造成状況

（単位：円）

黒毛和種 乳用種 交雑種 合計

区 分

（1）生産者積立金 20,200,123 2,163,688 19,397,350 41,761,161

（2）生産者積立準備金 187,915,213

内 （3）生産者の負担金充当分 102,314,007

（4）県の生産者積立助成金充当分 85,601,206

訳 （5）機構の生産者積立助成金充当分 0

（6）生産者積立金純増加額（9）＋（12）＋（15） 3,320,800 88,400 2,686,400 6,095,600

（7）生産者積立準備金からの増加額（10）＋（13）＋（16） 2,520,800 34,000 1,928,000 4,482,800

（8）　　　　計 5,841,600 122,400 4,614,400 10,578,400

生 （9）負担金 400,000 27,200 379,200 806,400

内 産 （10）生産者積立準備金（3）からの繰入額 1,060,400 3,400 774,400 1,838,200

者 （11）小計 1,460,400 30,600 1,153,600 2,644,600

広 （12）生産者積立助成金 0 0 0 0

島 （13）生産者積立準備金（4）からの繰入額 1,460,400 30,600 1,153,600 2,644,600

県 （14）小計 1,460,400 30,600 1,153,600 2,644,600

機 （15）生産者積立助成金 2,920,800 61,200 2,307,200 5,289,200

訳 （16）生産者積立準備金（5）からの繰入額 0 0 0 0

構 （17）小計 2,920,800 61,200 2,307,200 5,289,200

（19）特別積立金から生産者積立金への繰入額 0

（20）調整積立金から生産者積立金への繰入額 0

（21）生産者補給金に充てるため全国協会から借入金 0

（22）生産者積立金に係る運用果実 11,801 1,207 11,141 24,149

（23）償還円滑化積立金からの繰入額 0

（24）生産者補給金交付額（21）を含む 0

（25）生産者積立金から借入金返済額 0

（26）他の資金から繰入による借入金返済額 0

（27）生産者積立金から生産者積立準備金への繰入額 26,053,524 2,287,295 24,022,891 52,363,710

（28）生産者積立準備金に係る運用果実 63,355

（29）生産者積立準備金から償還円滑化積立金への繰入額 0

（30）生産者積立準備金からの返還額（生産者分） 0

（31）生産者積立準備金からの返還額（県分） 0

（32）生産者積立準備金からの返還額（機構分） 0

（33）生産者積立金（1）＋（8）＋（19）＋（20）＋（21）＋ 0 0 0 0

（22）+（23）-（24）-（25）-（26）-（27）

（34）生産者積立準備金（2）-（7）＋（27）＋（28）-（29）- 235,859,478

（30）-（31）-（32）

内 （35）生産者の積立金充当分 113,588,336

（36）県の生産者積立助成金充当分 96,089,300

訳 （37）機構の生産者積立助成金充当分 26,181,842

保証基準価格の品種区分

1
期
首
残
高

2
 

生
産
者
積
立
金
積
立
実
績

3
 

他
の
資
金
か
ら
の
繰
入
状
況

4
 

期
末
残
高
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人数 頭数 単価 交付額(3/4) 交付額(1/4) 人数 頭数 単価 交付額(3/4) 交付額(1/4)

Ｒ6. 肉専用種 28 231 6,571.6 1,138,511 379,518 Ｒ6. 肉専用種 30 288 86,728.5 18,733,339 6,244,462

1月 交雑種 0 0 0.0 0 0 8月 交雑種 13 495 3,827.7 1,421,024 473,681

(精算払) 乳用種 4 62 6,683.2 310,769 103,590 乳用種 3 49 53,922.6 1,981,653 660,553

※1 計 32 293 ― 1,449,280 483,108 計 46 832 ― 22,136,016 7,378,696

肉専用種 30 240 52,838.1 9,510,839 3,170,293 肉専用種 31 275 59,115.6 12,192,571 4,064,207

2月 交雑種 0 0 0.0 0 0 9月 交雑種 13 497 5,550.3 2,068,864 689,628

乳用種 5 76 18,615.6 1,061,086 353,697 乳用種 2 49 52,113.6 1,915,173 638,392

計 35 316 ― 10,571,925 3,523,990 計 46 821 ― 16,176,608 5,392,227

肉専用種 28 288 56,533.5 12,211,222 4,070,421 肉専用種 35 332 30,786.3 7,665,766 2,555,270

3月 交雑種 0 0 0.0 0 0 10月 交雑種 14 600 3,477.6 1,564,911 521,643

乳用種 5 46 35,480.7 1,224,081 408,029 乳用種 2 44 42,574.5 1,404,957 468,320

計 33 334 ― 13,435,303 4,478,450 計 51 976 ― 10,635,634 3,545,233

肉専用種 0 0 0.0 0 0 肉専用種 0 0 0.0 0 0

4月 交雑種 0 0 0.0 0 0 11月 交雑種 0 0 0.0 0 0

乳用種 5 49 19,021.5 699,038 233,014 乳用種 4 41 39,900.6 1,226,941 408,982

計 5 49 ― 699,038 233,014 計 4 41 ― 1,226,941 408,982

肉専用種 31 273 34,634.7 7,091,429 2,363,828 肉専用種 0 0 0.0 0 0

5月 交雑種 0 0 0.0 0 0 12月 交雑種 0 0 0.0 0 0

乳用種 5 36 34,847.1 940,870 313,625 乳用種 2 38 40,308.3 1,148,785 382,929

計 36 309 ― 8,032,299 2,677,453 計 2 38 ― 1,148,785 382,929

肉専用種 31 289 35,087.4 7,605,169 2,535,075 Ｒ7. 肉専用種 0 0 0.0 0 0

6月 交雑種 11 517 23,265.9 9,021,342 3,007,123 1月 交雑種 0 0 0.0 0 0

乳用種 3 39 41,036.4 1,200,313 400,105 (概算払) 乳用種 2 82 46,238.6 2,843,673 947,892

計 45 845 ― 17,826,824 5,942,303 計 2 82 ― 2,843,673 947,892

肉専用種 34 410 45,390.6 13,957,584 4,652,548 肉専用種 278 2,626 ― 90,106,430 30,035,622

7月 交雑種 12 631 38,994.3 18,454,045 6,151,354 交雑種 63 2,740 ― 32,530,186 10,843,429

乳用種 4 59 49,389.3 2,185,474 728,493 乳用種 46 670 ― 18,142,813 6,047,621

計 50 1,100 ― 34,597,103 11,532,395 計 387 6,036 ― 140,779,429 46,926,672

肉専用種 120,142,052

交雑種 43,373,615

乳用種 24,190,434

計 187,706,101

合　計

※1　R２年４月～Ｒ３年５月まで実施された負担金猶予措置により、猶予牛が販売された場合、機構分(3/4)のみ
の交付となっている。

交付金
総計

（4/4）

【別表４】　肉用牛肥育経営安定交付金制度　月別交付金交付実績

（単位：円/頭、円）

月別 品種区分
交付対象 交付金額

月別 品種区分
交付対象 交付金額


